
特記仕様書

第１条（総則）

１．本業務は，本仕様書によるほか，本仕様書に定めのない事項については，「徳島県

土木工事共通仕様書 平成28年7月」によるものとする。

第２条（現場責任者）

１．受注者は，公共施設維持管理業務（除草・剪定等）委託（請負型）契約書第６条第１

項に基づき，「現場責任者届」を契約後７日以内（７日以内に現場作業を開始する場合

は，作業開始の前日まで）に監督員へ提出し，確認を受けなければならない。

なお，この「現場責任者届」の提出後，その内容を変更しようとする場合は，監督員

と協議しなければならない。また，監督員との協議により変更が認められたときは，変

更日から７日以内に監督員に変更した「現場責任者届」を提出し，確認を受けなければ

ならない。

２．受注者は，前項の「現場責任者届」に次のものを添付しなければならない。

(1) 現場責任者と受注者との直接的な雇用関係が確認できるもの（健康保険証の写し

等）

＜直接的な雇用関係＞

現場責任者と所属建設業者との間に雇用に関する一定の権利義務関係が存在するこ

とであり，在籍出向者や派遣社員は含まない。

(2) 資格が，建設業法第７条第２号ハ及び第１５条第２号イ，ハに該当するものは技術

者取得資格証明書の写しを，建設業法第７条第２号イ，ハ及び第１５条第２号ロに該

当するものは実務経験証明書を添付すること。

第３条（工程等）

１．業務内容は，東部県土整備局徳島庁舎管内の路面清掃であり，別添路面清掃作業工程

表各２回（L=430km）を想定している。受注者は，契約後速やかに監督員と協議し，工程

表を作成の上提出すること。

２．受注者は，路面の状況により清掃回数の変更，清掃箇所の追加等，監督員からの指示

があった場合には，速やかに作業計画を立て，監督員に報告するものとする。

また，路面に土砂等が堆積し，交通に支障となっている箇所を発見したときは，速や

かに監督員に報告し，指示を受けること。

第４条（安全教育等）

１．受注者は，業務着手後，作業員全員の参加により月当たり，半日以上の時間を割当て，

次の各号から実施する内容を選択し，作業月において安全に関する研修・訓練等を実施

しなければならない。

(1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育

(2) 本業務内容等の周知徹底

(3) 業務安全に関する法令，通達，指針等の周知徹底



(4) 当該業務における災害対策訓練

(5) 当該業務現場で予想される事故対策

(6) その他，安全・訓練等として必要な事項

２．受注者は，安全教育，安全訓練等の実施状況について，「安全訓練等実施報告書」に

より，監督員に提出しなければならない。

第５条（事故報告書）

１．受注者は，業務の履行中に事故が発生した場合には，直ちに監督員に通報するととも

に，監督員が指示する様式（事故報告書）で指示する期日までに，提出しなければなら

ない。

第６条（諸法令の遵守）

１．受注者は，当該業務に関する諸法令を遵守し，業務の円滑な進捗を図るとともに，諸

法令の適用・運用は受注者の責任において行わなければならない。

第７条（地域住民等への対応）

１．受注者は，業務の実施に当たり，地域住民との間に紛争が生じないように努めなけれ

ばならない。

２．受注者は，地元関係者等から業務の履行に関して苦情があり，受注者が対応すべき場

合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。

３．受注者は，業務の履行上必要な交渉を，自らの責任において行わなければならない。

また，交渉に先立ち，監督員に連絡の上，これらの交渉に当たっては誠意をもって対応

しなければならない。

第８条（施工管理等）

１．作業状況写真は，同一箇所で施行前・施工状況・施工後を対比させて添付すること。

２．受注者は，四半期ごとに路面清掃作業工程表及び清掃車作業日報を提出すること。

第９条（廃棄物の処理及び処分）

１．廃棄物の処理が発生した場合には，監督員と協議し承諾を得ること。また，受注者は

廃棄物の処理及び処分に当たって，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を尊守し，

受注者の責任において適正に処理及び処分を行うものとする。
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路 面 清 掃 作 業 工 程 表
整
理
番
号

路線
番号

路　線　名 区　　　　　　　　　　　　　　　　間
距離
km

１　回　目（作業月） ２　回　目（作業月）

1 438 国道４３８号 元町交差点～南二軒屋交差点

徳島引田線② 不動支所～板野町境

2 1 徳島引田線① 徳島大学薬学部前～不動支所前

4 13 徳島停車場線 全線

3 1

5 14 松茂吉野線 全線

6 20 石井神山線 新童学寺トンネル付近

7 21 神山鮎喰線 一宮小学校交差点～国道192号交差点

8 29 徳島環状線① 応神町吉成　市道交差点～徳島引田線交差点

徳島環状線③ 新浜本町２丁目～安宅２丁目

9 29 徳島環状線② 国道１１号交差点～徳島鳴門線交差点

11 29 徳島環状線④ 徳島本町交差点～安宅2丁目交差点

10 29

12 29 徳島環状線⑤ 国道１１号交差点～阿波しらさぎ大橋南詰め

13 30 徳島鴨島線① 藍場町１丁目～吉野橋交差点

14 30 徳島鴨島線② 中島田町２丁目交差点～中鮎喰橋

中島田町２丁目交差点～吉野橋交差点

16 30 徳島鴨島線④ 中鮎喰橋～石井町境

15 30 徳島鴨島線③

17 39 徳島鳴門線① 助任派出所～川内町久木

18 39 徳島鳴門線② 環状線交差点～松茂吉野線交差点

41 徳島北灘線 弁天橋北～環状線交差点

20 120 徳島小松島線① 万代町～新浜本町２丁目

19

大道１丁目交差点～県庁前交差点

21 120 徳島小松島線② 勝浦浜橋北詰交差点～徳島上那賀線交差点

23 150 佐古停車場線 全線

22 136 宮倉徳島線

24 151 蔵本停車場線 全線

25 189 沖洲埠頭線 東吉野町３丁目～住吉６丁目

26 208 一宮下中筋線① 国道４３８号交差点～しらさぎ台交差点　北側部

27 208 一宮下中筋線② 国道４３８号交差点～しらさぎ台交差点　南側部

28 207 鬼籠野国府線 一宮橋～市道交差点

30 190 徳島港線 国道１１号かちどき橋北詰～福島新橋

29 225 桧藍住線 徳島引田線交差点～松茂吉野線交差点


